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○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
五
号 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
七
年
自
治
省
告
示
第
六
十
八
号
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
に
関
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

 

施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
令
和
八
年
度
以
降
の
各
年
度
の
各
月
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年
度
の
各
月
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
年
度
の
各
月
に
お
け
る
当
該

げ
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
年
度
の
各
月
に
お
け
る
当
該

組
合
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
と
当
該

組
合
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
と
当
該

地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準

地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準

報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当

該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当

該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合

該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
の
合
計
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
の
合
計
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

　

一　

地
方
職
員
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
○
・
八
五 

　

一　

地
方
職
員
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
○
・
九
一 

　

二　

公
立
学
校
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
一
・
一
二 

　

二　

公
立
学
校
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
一
・
三
二 

　

三　

警
察
共
済
組
合　
　
　
　
　

千
分
の
○
・
六
五 

　

三　

警
察
共
済
組
合　
　
　
　
　

千
分
の
○
・
六
一 

　

四　

東
京
都
職
員
共
済
組
合　
　

千
分
の
〇
・
九
四 

　

四　

東
京
都
職
員
共
済
組
合　
　

千
分
の
一
・
〇
四 

　

五　

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合　

千
分
の
○
・
八
二 

　

五　

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合　

千
分
の
○
・
八
七 

　

六　

市
町
村
職
員
共
済
組
合　
　

千
分
の
○
・
八
二 

　

六　

市
町
村
職
員
共
済
組
合　
　

千
分
の
○
・
八
七 

　

七　

都
市
職
員
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
○
・
八
二

　

七　

都
市
職
員
共
済
組
合　
　
　

千
分
の
○
・
八
七

 


	①地共済法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件
	②地共済法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件
	⑤地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件
	⑥地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件
	⑦地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件



